
「(仮称)町田市景観条例(案)の考え方」

パブリックコメント実施結果

　町田市都市づくり部まちづくり推進課



「（仮称）町田市景観条例（案）の考え方」
パブリックコメント実施結果

Ⅰ．意見の募集期間

２００８年１１月１日（土）～２００８年１２月１日（月）

Ⅱ．意見の募集方法

■「広報まちだ１１月１日号」に概要掲載

■「町田市ホームページ」に内容掲載

■下記窓口での資料配布

・まちづくり推進課（市役所中町第３庁舎２階）・市民相談室（市役所本庁舎１階）
・市政情報やまびこ（市役所中町分庁舎１階）・市民協働推進課（市民フォーラム３階）
・各市民センター・木曽山崎センター・玉川学園文化センター
・各市立図書館・市民文学館

■「街づくりフォーラム」開催時の資料配布

■関係者、関係団体への資料送付

Ⅲ．「（仮称）町田市景観条例（案）の考え方」の概要

（１）　“生活風景の豊かさが感じられるまち”をめざすこと
（２）　景観計画の策定に関する仕組みや手続きを定めること
（３）　市民主体の景観づくりをすすめていくこと
（４）　公共施設については、率先して地域の景観に配慮していくこと

Ⅳ．お寄せいただいたご意見の内訳

２５名、３団体の方から、延べ９０件のご意見をお寄せいただきました。ご意見の内訳は次のとおりです。

項目 件数

１．「考え方（１）”生活風景の豊かさが感じられるまち”をめざします。」に関すること 17

２．「考え方（２）景観計画の策定に関する仕組みや手続きを定めます。」に関すること 23

３．「考え方（３）市民主体の景観づくりをすすめていきます。」に関すること 10

４．「考え方（４）公共施設については、率先して地域の景観に配慮していきます。」に関すること 10

その他

５．条例（案）の考え方全体に関すること 5

６．関連施策との連携に関すること 8

７．普及・啓発に関すること 3

８．緑地保全に関すること 2

９．大規模開発等に関すること 10

１０．電線・電柱、屋外広告物に関すること 2
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Ⅴ．お寄せいただいたご意見の概要と市の考え方

※お寄せいただいたご意見は取りまとめの都合上、集約して掲載しています。

１．考え方（１）に関すること

ご意見の概要 市の考え方

①「町田市の景観の主な特徴」に関すること

　主な特徴に、“多摩丘陵と谷戸”と記
載されているが、地形に対して触れられ
ていない。“地形を尊重する景観”など
“地形”を条例の中に含めて欲しい。

　「地形」や「住宅団地」については、
町田市の特徴をあらわす大きな要素だと
認識しています。
　ご意見を参考に、条文の検討および
（仮称）町田市景観計画（以下、「計
画」という。）の検討をすすめてまいり
ます。

　主な特徴にある「住宅地の景観」を
「住宅地・住宅団地の景観」にしてはい
かがですか。

②「景観づくりの基本理念」に関すること

　“生活風景の豊かさが感じられるま
ち”は、“生活風景の豊かさが感じられ
る環境のまち”が良いのではないか。

　ご意見を参考に、基本理念を定めてま
いります。また、計画策定の検討におい
て、参考とさせていただきます。

　“生活風景の豊かさが感じられるま
ち”は、“生活風景に魅力と豊かさを感
じられるまち”としてはどうか。

　「景趣」という言葉を活用し、町田市
の景観をより深みのあるものとして、発
信していただきたい。

　景観条例の中に、河川の景観を他の自
治体に対して誇れるようなものにすると
いう理念を入れて欲しい。

　景観の理念としては、
（ア）低層住宅｛商業地は別｝のスカイ
ラインを崩さないこと
（イ）この地域に生育する多様な生物た
ちの行動、生態を脅かさないこと
（ウ）地域の生活インフラが機能不全に
陥らないこと
（エ）地域住民の平素の生活を侵害しな
いこと
（オ）自然環境はできるだけ壊さないこ
と
など、良好な風景としての「景観利益」
の内容をなすものといった考え方を統一
した基盤とする。

　景観を守ることは公共の福祉であり、
話し合いによるが、多少の規制は伴うも
のである。この点を明確にしておく必要
がある。

　既成の街の景観を尊重するようにして
欲しい。

　これまでに培われた地域の景観を尊重
するよう基本理念を定めてまいります。
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ご意見の概要 市の考え方

　「生活風景」は、継続して労力やお金
をかけていかないと、成り立たないもの
であり、景観の価値はタダでは得られな
いことを認識できるような条文なり、情
報発信を期待します。

　ご意見を参考に、条文の検討および計
画の検討をすすめてまいります。

③「市民、事業者、市の責務」に関すること

　「市民」や「事業者」という用語につ
いては、わかりやすく定義等を示される
ことを望みます。善良なる多くの地権者
は、公共的役割を認識し、自らの負担
で、景観維持に貢献していることを確認
するとともに、市民がどのような負担を
するのか、それがなければ公共的な景観
を維持することは非常に難しいというこ
とを表現すべきと考えます。

　ご意見を参考に、用語の定義を示し、
それぞれの責務を定めてまいります。

　条例を制定しても、市役所が誘導や指
導を行っていくべき。

　市の責務を明記し、地域のみなさまの
ルールづくりの支援や、景観形成を推進
する施策の実施等、条例制定後もより良
い景観形成に取り組みます。

　本条例は、当事者や意識を持つ者たち
がルールを作り上げるうえで、行政が調
整役となり、あるいは提案者となる形で
バックアップすることに重きを置いた条
例としていただきたいと思います。

　「市民提案」の美名のもとに行政がな
すべき責務（きちんと行政が先導して地
区指定をすること）を回避しないように
してもらいたい。

　市民、事業者、市の三者の責任の所在
を明確にし、責務から回避ができないよ
うに配慮することが必要。

　ご意見を参考に、市民、事業者、市の
三者の責務を定めてまいります。

　市民個人が実行すること、地域住民が
まとまって行動すること、事業者が個々
に実行すること、事業者がまとまって実
行することについての責務を明示するこ
と。
①市が、直接実行すること
②景観計画区域の個別ゾーンにおいて市
民、事業者、市それぞれの責務について
の状況を定期的に報告･公開する責務
③市民および事業者を支援すること
のそれぞれの内容を条例で明示するこ
と。

④「東京都や近隣市との協議」に関すること

　東京都や近隣市との協議について、近
隣市に相模原市が含まれるなら、当然神
奈川県との協議も考えられます。

　ご意見を参考に、条文の検討をすすめ
てまいります。
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２．考え方（２）に関すること

ご意見の概要 市の考え方

⑤「景観計画区域」に関すること

　（仮称）景観形成ゾーンについて
・公園・学園ゾーンは考えられないので
しょうか？
・鶴間・芹ヶ谷・中央・忠生等の公園は
どのゾーンに入るのでしょうか？
・にぎわいゾーンについて、JRの他の
駅、小田急・東急田園都市線などの他の
駅、将来のモノレールの駅周辺も考えら
れます。

　（仮称）景観形成ゾーンにつきまして
は、広域的にゆるやかな誘導を図ること
を目的としています。特定の地区の景観
形成については、（仮称）景観形成誘導
地区により誘導を図ることを考えており
ます。
　（仮称）景観形成ゾーンや、（仮称）
景観形成誘導地区の詳細は、計画策定の
中で検討をすすめてまいります。
　なお、（仮称）景観形成誘導地区につ
いては、地域のみなさまからの提案によ
り追加していくことを考えております。
そのために必要な仕組みについては、計
画策定の中で検討してまいります。

　何よりも市民の意見を十分反映できる
ような体制を組むこと、特に（仮称）景
観形成ゾーンの設定には、各町内会の意
見が十分に反映できるような配慮が必
要。

　（仮称）にぎわいゾーンの中に、文化
機能などが強化されたという主旨を織り
込んでいただきたい。

　ご意見を参考に、条文の検討および計
画策定の検討をすすめてまいります。

　（仮称）住まい共生ゾーンの該当する
地域は、異なった用途地域、高度地区が
併存することもあるため、区域ごと（都
市計画マスタープランに基づく）のきめ
細かな計画を実施する旨を明記するこ
と。

　計画策定の中で、都市計画マスタープ
ランに基づく地域ごとの方針を設けるこ
とを考えています。

　（仮称）景観形成誘導地区の指定の条
件を明確にして欲しい。

　計画策定の中で、明確にするよう検討
してまいります。

　（仮称）景観形成誘導地区の指定に関
し、方針や基準を各地区ごとに定めるこ
とを明記すること。

　（仮称）景観形成ゾーン、および（仮
称）景観形成誘導地区ごとに、方針や行
為に関する事項を定めることができるよ
う、条文を定めることを考えておりま
す。

⑥「景観計画の策定の手続き」に関すること

　近隣住民の声を出せる機会を望みま
す。

　景観法に基づいて、市民意見を反映す
るための意見を聴く機会を設け、計画策
定の手続きをすすめてまいります。ご意
見を参考に、意見を聴く手法について検
討してまいります。
　また、計画策定後、地域ごとの景観づ
くりを充実させていくために、地域ごと
の組織や仕組み等を設置できるよう、計
画策定の中で検討してまいります。

　計画策定（変更）手続きにおける市民
参加は大変重要であるので、明確に参加
が保証されるように規定願いたい。

　「住民の意見を反映させるための処
置」について、明確な組織を地域ごとに
設置することを明記すること。

　自然風景や山並み、街並みの中に、個
人の土地所有者がいることを認識し、所
有者と市とで話し合いながら、景観につ
いて決めてもらうことを願う。

　ご意見を参考に、所有者の意向を尊重
して、計画の検討などをすすめてまいり
ます。
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ご意見の概要 市の考え方

　通常は、条例に沿って景観計画が策定
されるのが順序であるが､景観計画の骨
子が既に出来上がっていてこれを裏打ち
できる条例を作ろうとしているように推
察できる｡

　景観市民調査会、町田市景観懇談会等
の取り組みをふまえて、計画の素案の検
討も並行してすすめています。

⑦「届出・勧告・変更命令」に関すること

　建築物や工作物の新築等だけでなく、
開発行為や条例で加える行為などの届出
対象行為すべてを、変更命令の対象とな
る特定届出対象行為に加えるべきです。

　変更命令の対象とするためには、数値
等の明確な基準を設ける必要があるた
め、基準の内容とあわせて、特定届出対
象行為の検討をすすめてまいります。

　勧告・変更命令等の手続きについて
は、「正当な理由がなく従わない場合、
対象となる事業の所在地の公表等を行
う」を追加すべき。

　ご意見を参考に、所在地の公表につい
て検討してまいります。

　勧告・変更命令の手続きについて
　景観審議会の意見を聴く契機となる
「関連住民の申告」を明示すること。
また、勧告・変更命令等を出す事態は、
関連する工事が進行している場合が多
く、緊急を要する。工事一時停止命令を
加える必要がある。

　「関連住民の申告」について、勧告・
変更命令等は、法的措置に関する事項の
ため、地域住民が直接的に関わることは
難しいと考えます。
　一時停止命令については、景観法に定
められた「行為着手の制限」と「その期
間の延長」にもとづいて、工事の着工を
制限することを考えています。

　【条例で加える行為事項】に以下の項
目を加える。
① 家屋の外壁の形質の変更(法に定める
必須事項であることの例示に加えても良
い)
② 宅地の外構（塀･垣根・外辺グリーン
ベルトなど）の変更
③ 宅地の盛土・よう壁上のせり出し等
④ 宅地における入口、駐車場等の変更

　外壁の形質の変更については、通常の
維持管理の範囲を超えた変更であれば、
景観法に規定される事項に含まれると考
えています。また、外構や、土地の切り
盛り、駐車場、出入り口等については、
建築行為や、開発行為等の届出の中で、
合わせて誘導を図る事項だと考えており
ます。
　なお、全ての家屋等を対象とするので
はなく、一定の規模以上のものとするこ
とを考えております。

　「届出を要しない行為事項」について
　法に定められている事項、条例で除く
事項に該当する事項の実施においては、
本項に該当することを現地にその旨掲示
することとする。

　「届出を要しない行為事項」は多数に
のぼるものと考えられ、ご意見で指摘さ
れている取り組みは難しいと考えます。

　届出を要しない行為事項の中の、条例
で除く行為事項において、届出対象行為
のうち、（仮称）町田市景観条例施行規
則で定める規模以下とすることについ
て、その規模は地域ごとの意見により定
めること。

　規則で定める規模は、（仮称）景観形
成ゾーン、および（仮称）景観形成誘導
地区ごとに定めることができるよう考え
ております。市民提案により（仮称）景
観形成誘導地区を定める際は、地域での
合意形成により、地域の意見を反映した
規模とすることを考えております。

　建物の形態等だけではなく、車や人の
出入りなど通行量等にも配慮し、具体的
な基準として欲しい。

　計画策定の中で検討してまいります。
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ご意見の概要 市の考え方

　変更命令の対象となる、形態・意匠の
制限に適合しない場合について、具体
的・客観的な基準を明記されたい。

　形態・意匠の制限に関する事項につい
ては、計画策定の中で検討してまいりま
す。そのうち明確な基準を示せる項目に
ついては、できる限り具体的、客観的な
基準となるよう検討してまいります。

　「届出・勧告の対象となる行為」につ
いて、条例で加える行為事項として「樹
木等の伐採」を対象行為に含めること。

　対象行為については、東京都景観条例
を継承いたします。地区ごとの合意形成
を条件として、「木竹の植栽又は伐採」
として追加できるよう考えています。

⑧「景観重要建造物・樹木の指定」に関すること

　「景観重要建造物・樹木」と「（仮
称）地域景観資源」については、私有財
産である場合、住民の提案や活動がある
場合であっても、あくまで所有者の考え
を理解し、支援をしていくという立場
で、財産の移動や処分に対して、大きな
プレッシャーを与えることのないように
配慮を求めます。また、相続等が発生し
た際には、全庁的あるいは関係官公署と
連携して、何らかの支援ができないかに
ついてもご検討ください。

　ご意見を参考に、所有者の意向を尊重
したうえでの支援が可能となるよう検討
をすすめてまいります。

　景観重要建造物・景観重要樹木の指定
について、条例で定める事項における
（仮称）町田市景観審議会の意見聴取に
おいては、市民主体の地域ごとに設置す
る組織を含めること。

　ご意見を参考に、条文の検討の中で地
域住民の意見を反映する仕組みを検討し
てまいります。

　景観重要樹木等の指定について、複数
の樹木群（林、森等）も含めるべきであ
る。それと同時に、指定された樹木等が
伐採される場合等においては、その引き
取り先などを「町田市緑の保全と育成に
関する条例」などに明記すべきである。

　複数の樹木群については、景観重要樹
木の指定として取り扱うのではなく、
「（仮称）地域景観資源」の仕組みを活
用し、保全することを考えております。
保全・育成の手法や、伐採の場合の取り
扱いについては、ご意見を参考に、庁内
で連携を図りながら検討をすすめてまい
ります。

３．考え方（３）に関すること

ご意見の概要 市の考え方

⑨「（仮称）地域景観資源」に関すること

　地域住民が親しんでいる尾根道等の環
境に対して、十分配慮した土地利用がな
されるような条例にしてください。

　地域に親しまれる場所を保全、育成し
ていくために、「（仮称）地域景観資
源」の仕組みを条例に定めることを考え
ています。
　なお、取り組みの手法については、計
画策定の中で検討してまいります。

　里山や、古い大木、玉石擁壁、趣ある
生垣が失われないようにして欲しい。

⑩「景観協定」に関すること

　景観協定は、市の認定等のオーソライ
ズされるものとして欲しい。

　景観法に基づき、市長（景観行政団体
の長）が認可することを考えています。
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ご意見の概要 市の考え方

⑪「景観賞」に関すること

　景観賞については、活動や建築物だけ
でなく、長年にわたり、先祖伝来の土地
を守ってきたような方も対象となるもの
としてください。

　景観賞の対象範囲については、計画策
定の中でできるだけ幅広く検討してまい
ります。

⑫「市民主体の活動に対する支援」に関すること

　市民主体の活動に対し、相談、助言窓
口を常設することを加える。

　当面の間、まちづくり推進課などで対
応することとします。

　市民が景観条例に期待することは、地
域における「景観形成の指針」であり、
常日頃の地域活動が景観形成に有効に機
能する仕組みづくりと、活動の継続が重
要であると考えている。

　ご意見を参考に、計画策定の中で地域
活動の支援や推進の仕組み等を検討して
まいります。

　地域住民へのヒアリング等、地域住民
が景観について感じていることを反映す
る仕組みを設けることが重要である。

　市民組織や仕組み等については、段階
に応じて異なるものと考えており、柔軟
に対応するため、条例ではなく、計画に
位置づけることを考えております。
　ご意見を参考に、それぞれの市民や地
域の意見を反映できるよう、計画策定の
中で検討してまいります。

　関心を持つ市民全てが参加可能な意見
表明・討議の場を、条例に盛り込めない
だろうか。

　具体的に地域ごとに受け皿となる組織
を是非作って頂きたい。

　市民との意思疎通を図る体制について
明確にして欲しい。

４．考え方（４）に関すること

ご意見の概要 市の考え方

⑬「（仮称）公共施設景観形成指針」に関すること

　（仮称）公共施設景観形成指針につい
て、策定時期を明確にして欲しい。

　（仮称）公共施設景観形成指針につい
ては、計画策定の中で、策定時期、指針
の位置づけ、策定手法等を検討してまい
ります。

　（仮称）公共施設景観形成指針の位置
づけについて、景観計画の一部になるの
でしょうか。

　（仮称）公共施設景観形成指針の市民
の関与について明確にして欲しい。

　（仮称）公共施設景観形成指針につい
て、条例で定める手続きによって指針を
定めるのではなく、条例に指針を盛り込
むべき。

　（仮称）公共施設景観形成指針は、計
画の運用の中で、十分な検討を経て策定
していくことが望ましいため、条例には
具体的な内容を位置づけないことを考え
ています。
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ご意見の概要 市の考え方

　公共施設の地域への景観の配慮につい
ては、新たな整備を行うものを対象とす
るのはもちろんのこと、これからは公共
施設の改修などの再整備を図る事例が増
えるはずですから、関連部署と連携し
て、取り組みを進めてください。

　市では、これまでも関連部署と連携し
ながら、公共施設を含む市の景観形成の
あり方について、検討を進めてまいりま
した。今後も継続して取り組んでまいり
ます。

⑭「景観重要公共施設」に関すること

　特に薬師池公園については、今、薬師
池西緑地公園の話が出ておりますが、こ
の辺一帯は風致地区でもあり、公園の中
に公共施設を建てるときに、特に景観に
十分配慮し、率先して住民の意見を聞い
て頂きたいと強く望みます。

　庁内で連携を図りながら、取り組みを
すすめてまいります。

⑮「景観協議会」に関すること

　景観協議会に対する市の支援を明確に
して欲しい。

　計画策定の中で検討してまいります。

　景観協議会について
①景観協議会の構成メンバーを規定する
こと。
②協議会は独立の機関であるから、協議
会での協議事項の実現のための措置に審
議会の意見を聴く必要はない。

　景観協議会には、景観法に定められた
構成員を加えることができ、協議会ごと
に異なるものと考えます。
　また、協議会の協議事項の実現のため
の措置については、（仮称）町田市景観
審議会での専門的な見地からの意見を聴
くことにより、より良好な措置を講じる
ことができると考えます。

⑯「景観審議会」に関すること

　（仮称）町田市景観審議会の委員には
少なくとも市民委員の枠として半数以上
を確保し、広く市民の声が反映されるよ
う配慮していただきたい。

　委員構成は、透明性や専門性を考慮し
検討してまいります。また、広く市民の
意見を反映できる手法を検討してまいり
ます。

　（仮称）町田市景観審議会のあり方に
ついては、地域住民の意見を反映させる
仕組みを具体的に記述する必要がある。
また、審議を行う場合、地域に対するヒ
アリング、調査などの実施を義務づけて
欲しい。

　ご意見を参考に、条文の検討および関
連例規の検討をすすめてまいります。
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５．その他（条例（案）の考え方全体に関すること）

ご意見の概要 市の考え方

　町田市が本当に緑多き愛すべきふるさ
ととなって、未来の子供達に残せる様な
条例を作ってくださることを熱望いたし
ます。

　ご意見を参考に、条例づくりに取り組
んでまいります。　町田市がさらに一層魅力ある市となっ

ていくためにも、優れた景観条例が策定
されますことを期待します。

　４つの考え方に賛成です。

　「妥当なコストでの修復・維持を考慮
した景観づくり」を考え方に加えること
を提案します。

　ご意見の内容は、景観づくりをすすめ
ていく上で大切な視点と考えます。今後
の計画策定の検討の参考とさせていただ
きます。

　見直し時期を盛り込んだ中期的スケ
ジュールの策定と、抜本的な修正も可能
なチャンスをあらかじめ準備しておくこ
とを希望します。また、町田らしい景観
を評価する指標やルールの考案を願いま
す。

　ご意見を参考に、成果指標による評価
と見直しなどを計画に盛り込んでいける
よう検討してまいります。

６．その他（関連施策との連携に関すること）

ご意見の概要 市の考え方

　景観形成には、土地利用や緑の基本計
画等も大切であると思うので、他の条例
との繋がりや連携も条例に含めて欲し
い。

　計画の中で、関連する他の計画等との
関係性を示し、整合を図っていくことを
考えています。

　景観計画の策定とあわせた都市計画の
見直しや連携など、市の方針を示して欲
しい。

　「景観づくり」と「まちづくり」を連
携して行うことを高く掲げる必要があ
る。 　ご意見を参考に、条文の検討および計

画策定の検討をすすめてまいります。　種々の景観対象物が決定される中で、
高齢者や障がい者への利便を熟慮し優先
して決定していただきたい。

　市街化調整区域との整合をとって欲し
い。

　「（仮称）町田市市街化調整区域の土
地利用に関する条例」と連携して、条文
の検討をすすめてまいります。

　市街化調整区域は、全域を景観調和
ゾーンとし、材料置場、産業廃棄物処理
場、墓地など、地域の美観を損ねると思
われる施設の建設を許可する場合には、
その周辺の緑地帯または壁面緑化を義務
付ける基準を図られたい。
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ご意見の概要 市の考え方

　これまでの街路樹等の整備では、本来
その地域に存在しない外来樹種を利用し
た事例も多く、どの地域を見ても画一的
な景観で地域らしさが充分に反映されて
こなかったとの反省がありました。
公共施設の景観づくりにあたっては、地
域在来の植物等の活用による緑化を推進
するよう条例に明記するようお願いしま
す。

　街路樹については、東京都道路工事設
計基準に基づき選定を行っています。地
域在来種に関しては、基準にも触れられ
ており、地域性を考慮したうえで、樹種
選定樹木リストを参考に、路線別の街路
樹の位置づけ、管理方針等を勘案して、
選定しています。地域在来種が街路樹に
適さず、活用が難しい場合もあります
が、地域らしさを反映できるよう努めて
まいります。
　条例には規定いたしませんが、計画や
ガイドライン等の策定の際の参考とさせ
ていただきます。

　街づくり条例に基づく早期周知の部分
においても連携すべきである。景観行
為・開発・建設行為を含めた包括的な地
域協議の仕組みが必要であり、既存の街
づくり団体・街づくり市民活動団体から
の推薦委員を含め、新たな、あるいは拡
充した第三者機関の設置と協働の協議シ
ステムが必要と考える。それを明確にす
るために、住みよい街づくり条例と景観
条例双方の理念と都市計画マスタープラ
ンの基本理念を謳ったまちづくり基本条
例を新たに制定するのが望ましい。

　庁内で連携を図りながら、取り組みを
すすめてまいります。
　新たな仕組みについては、今後の検討
課題と考えております。

７．その他（普及・啓発に関すること）

ご意見の概要 市の考え方

　景観教育については、一般市民の教育
という考え方で行政に出来ることも市民
主体で行った方が良いものもあると思い
ますが、計画策定時には、考え方・方向
性も含めて示していただきたいと思いま
す。 　ご意見を参考に、普及・啓発の方法

を、次世代を担う子どもの視点や生涯学
習での取り組みもふまえて、計画策定の
中で検討をすすめてまいります。　景観への取り組みには、教育も大切と

言えます。子供のころから美しい風景や
町並みを観たり、町創りの大切さを学ぶ
ことで、景観への関心が高まれば、美し
い景観創りへの協力と住んでいる町田へ
の愛着や誇りが育まれると思います。

　これからの2～3年間はあらゆる機会
に、広報などを利用して景観に対する市
民への啓発的な情報発信をしてくださ
い。

　ご意見を参考に、普及・啓発の方法を
計画策定の中で検討してまいります。
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８．その他（緑地保全に関すること）

ご意見の概要 市の考え方

　景観計画を立てる上で、地域の景観に
影響を与える遠方の樹林や山、丘陵を評
価し、保全していく仕組みも必要ではな
いかと思う。景観を考える（整備する）
その地域の周辺を評価することで、その
地域の景観的環境因子を見つけ、地域住
民に分かりやすく伝え景観を見直す機会
ともなるのではないかと思う。

　遠方の眺望や、身近な景観資源を保全
する仕組みの必要性を認識しておりま
す。
　地域に親しまれる場所を保全、育成し
ていくために、「（仮称）地域景観資
源」の仕組みを条例に定めることを考え
ています。
　なお、取り組みの手法については、計
画策定の中で検討してまいります。

　土地相続が出来ない土地に関しては、
出来る限り市が買い取り、緑地となるよ
うに。

　庁内で連携を図りながら、取り組みを
すすめてまいります。

９．その他（大規模開発等に関すること）

ご意見の概要 市の考え方

　大規模開発について、地区の特性に
あった土地利用がなされるような条例に
して欲しい。

　市では、大規模開発等に関して、地域
の特性に配慮し、周囲の住宅等と共存を
図ることが必要だと考えております。
　条例には、その理念や目標を明示し、
市としての責務を定めてまいります。
　また、計画の中では、地域別の方針を
定め、地域特性に合わせた誘導を図ると
ともに、景観法、及び同法施行令に規定
する範囲内で、行為の制限に関する事項
を定めていくよう、検討してまいりま
す。

　大規模開発に関して、法律の範囲内で
出来る限り規制し、市政の責任感を感じ
られる文章を条例に盛込んでいただきた
い。

　住宅地域に、5階以上の建物が建たな
いように望みます。

　条例では、階数や高さを規定すること
は考えておりません。高さの制限につい
ては、計画の中で、景観法、及び同法施
行令に規定する範囲内で、行為の制限に
関する事項として定めることが可能です
が、定め方については、庁内で連携して
検討してまいります。
　なお、数値による高さ制限を設ける場
合には、地域や地区での合意形成を図る
ことが必要だと考えております。

　高層のコンクリート建物が建てられな
くするような条例をお願いします。
　市の各部局の態度が一貫した姿勢を貫
かれるよう希望します。

　スカイラインを揃えるなどの規制を設
けるように。

　スカイラインの調和については、景観
法に規定する行為の制限に関する事項と
して、計画の中で、誘導を図ることを考
えております。
　なお、数値による高さ制限を設ける場
合には、地域や地区での合意形成を図る
ことが必要だと考えております。
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ご意見の概要 市の考え方

　市役所内に大規模開発問題の専門家を
配置（養成）しなければならない。条文
による規定とそれを執行する部署があっ
てこそ、その効果が確かなものとなる。

　ご意見を参考に、運用体制等につい
て、庁内で連携して検討してまいりま
す。また、条文や計画の検討の中で、参
考とさせていただきます。

　町田市では31mの建物の高さ規制が
ありますが、これは建築物を横長に伸ば
す誘導となり、結果的に、圧迫感がある
長大な壁面を創出してしまいます。
兵庫県西宮市では、マンションの横の長
さを制限する条例を設けるそうです。ぜ
ひ町田でも取り入れていただきたいで
す。

　長大な壁面による圧迫感を低減するこ
とは、今後の検討課題と考えておりま
す。
　条例では規定いたしませんが、西宮市
の事例を参考に、計画策定の中で検討し
てまいります。

　景観に関連した大型の土地開発や特定
マンション建設などの情報については、
体制の整備とその公開を徹底して欲し
い。

　庁内で連携を図りながら、取り組みを
すすめてまいります。

　「環境権」が議論されることが予想さ
れる開発等の計画が出された場合、早期
に公表の上、協議の場を設け、問題や争
議の発生をできるだけ回避する仕組みを
明記してほしい。

　開発に関する問題は、地域特性により
異なることから、各地域での合意形成に
もとづくルールが必要と考えています。
その中で、（仮称）景観形成誘導地区や
景観地区等の仕組みを活用できるように
検討をすすめてまいります。

　景観条例に「大規模開発事業等に関す
る事前協議」の章を設けるなどして、
「景観に関する一般的手続きに先立つ協
議調整のプロセス」を確保する必要があ
る。

　計画の運用の際には、大規模な開発だ
けではなく、一定の規模以上の開発行為
等を届出の対象とするよう想定している
ため、既存の協議の仕組みを活用するこ
とを考えております。

１０．その他（電線・電柱、屋外広告物に関すること）

ご意見の概要 市の考え方

　電柱については、繁華街と住宅地まで
は埋設化を目指すべきだと思います。埋
設化の長期的な取り組みを是非ともご検
討くださいますようお願い致します。

　市では、国の「無電柱化推進計画」に
基づき、新設の都市計画道路や、幹線道
路を中心に、無電柱化事業を進めていま
す。
　繁華街や住宅地では、景観づくりや街
づくりの取り組みと合わせて、地域の合
意形成を図った上で、すすめていくこと
が望ましいと考えます。

　交差点など道端にある看板は、基本的
に設置を認めず、既存のものは撤去する
方向で何らかの規制措置を検討できない
ものでしょうか。経済活動の自由がある
とはいえ、何事も100％の自由というも
のはなく、調和が必要と感じます。

　屋外広告物の規制措置については、東
京都の屋外広告物条例に基づいて行って
おりますが、禁止区域に設置されるもの
については、今後とも指導を行ってまい
ります。
　今後、屋外広告物の色彩等について、
景観的な誘導を図っていくよう、計画策
定の中で検討してまいります。

　問い合わせ先：　　町田市都市づくり部まちづくり推進課　　TEL　042-709-0642
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